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○久米島町放課後児童健全育成事業実施規則 

平成30年２月16日 

規則第１号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第６条の３第２項に規定する放課

後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、久米島町放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年久米島町条例第

26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第２条 事業は、保護者が労働等により日中家庭にいない小学校に就学している児童を対

象に、授業の終了後及び夏季休業等の学校休業日に、家庭に代わる生活の場を確保し、

児童の健全な育成を図るための久米島町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)

を設置するとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図ることを目的とする。 

(実施主体) 

第３条 事業の実施主体は、久米島町(以下「町」という。)とする。 

２ 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉

法人、児童の健全育成活動を行うことを目的に地域住民の組織及び特定非営利活動法人

等に委託することができる。 

３ 町長は、指定管理者を指定している施設で事業を実施する場合は、事業の全部又は一

部を当該指定管理者に委託するものとする。 

４ 前２項の場合において、児童の入退会、休会、利用料金の決定等に関し必要な様式は、

事業の委託を受けた社会福祉法人等又は指定管理者(以下「事業受託者」という。)が定

めるものとする。 

(事業の内容) 

第４条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。 

(2) 遊びへの意欲及び態度の形成を図ること。 

(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を養成すること。 

(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。 

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりの支援に関すること。 
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(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全な育成を図ること。 

(事業の対象児童) 

第５条 事業の対象児童は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。 

(1) 町内の小学校又は特別支援学校の小学部に在学していること。 

(2) 児童の保護者、同居の親族等のそれぞれが次のいずれかの状態にあること。 

ア 居宅外で労働することを常態としていること。 

イ 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているこ

と。 

ウ 求職活動のため日中居宅外にいること。 

エ 就学又は技能訓練をしていること。 

オ 妊娠中又は出産後間がないこと。 

カ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 

キ 長期にわたり、疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の

親族を常時介護していること。 

ク 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

ケ 虐待又はDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること。 

コ アからケまでに掲げる状態に類すると町長が認める状態にあること。 

(開設場所) 

第６条 児童クラブを開設する場所は、町長が定める場所とする。 

(開設時間) 

第７条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる開設日の区分に応じ、当該各号に定

める開設時間とする。 

(1) 平日(授業を行う日をいう。) 授業の終了後から午後６時まで 

(2) 土曜日 午前８時から午後６時まで。ただし、学校教育法施行規則(昭和22年文部

省令第11号)第61条ただし書の規定による授業を行う土曜日については、授業の終了後

から午後７時まで 

(3) 学校休業日(春季、夏季、冬季、学年末、学校行事に伴う振替休日等) 午前８時か

ら午後６時まで 

(休業日) 

第８条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。 
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(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の１月３日まで(前号に掲げる日を除く。) 

２ 前項の規定にかかわらず、町長又事業受託者は、必要があると認めるときは、日曜日

その他の休業日においても開設し、又は開設日においても休業することができる。 

(申請) 

第９条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、久米島

町児童クラブ入会申請書(様式第１号。ただし、第３条の規定により、事業受託者が事業

を実施する場合は、当該事業受託者がこれに準じて定める様式とする。様式第２号から

様式第９号までについて同じ。)、就労証明書(様式第２号)又は久米島町児童クラブ入会

要件申立書(様式第３号)その他町長が必要と認める証明書を町長又は事業受託者に提出

しなければならない。 

(入会) 

第10条 町長又は事業受託者は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審

査し、その結果を久米島町児童クラブ入会承認通知書(様式第４号)又は久米島町児童ク

ラブ入会不承認通知書(様式第５号)により、申請者に通知するものとする。 

２ 町長又は事業受託者は、入会希望者が定員を超過した場合は、児童の年齢、入会が必

要な要件、保護者の就労時間、入会の継続性その他家庭の状況等に基づき、より事業の

必要性の高い児童を優先して入会を決定するものとする。この場合において、ひとり親

家庭や障害児、要保護児童等、特別な支援を必要とする児童の利用について、適切な配

慮及び環境整備を行い、可能な限り優先的な受入れに努めるものとする。 

３ 町長又は事業受託者は、児童クラブへの入会を承認したときは、当該児童について久

米島町児童クラブ登録台帳に登録するものとする。 

(退会) 

第11条 入会した児童(以下「入会児童」という。)が児童クラブを退会する場合において、

その保護者は、久米島町児童クラブ退会届(様式第６号)を町長又は事業受託者に提出し

なければならない。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会児童を退会させることができる。 

(1) 第５条各号に規定する状態に該当しなくなったとき。 

(2) 入会児童が転学したとき。 
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(3) 利用料金の滞納期間が、第14条第５項に規定する納入期限から起算して２月以上に

なったとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。 

３ 町長又は事業受託者は、前項の規定により入会児童の退会を決定した場合は、久米島

町児童クラブ退会決定通知書(様式第７号)により、保護者に通知するものとする。 

(休会) 

第12条 入会児童が児童クラブを１月以上休会するときは、当該入会児童の保護者は、久

米島町児童クラブ休会届(様式第８号)を町長又は事業受託者に提出しなければならない。 

(申請事項の変更) 

第13条 入会児童の保護者は、児童クラブの入会の際に申請した事項に変更を生じた場合

は、速やかに久米島町児童クラブ申請事項変更届(様式第９号)を町長又は事業受託者に

提出しなければならない。 

(利用料金) 

第14条 町長又は事業受託者は、事業を実施するために必要な経費の一部を利用料金とし

て、児童クラブに入会している児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収するこ

とができる。 

２ 利用料金の額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 町が直接児童クラブを開設する場合 別表第１に掲げる金額の範囲内で、町長が定

める額 

(2) 事業受託者が児童クラブを開設する場合 別表第１に掲げる金額の範囲内で、事業

受託者が町長と協議の上、定める額 

３ 月の途中で入会又は退会をした児童の利用料金は、前項の規定により定められた利用

料金の額に当該児童の利用した日数を乗じ、当該月の児童クラブの開設すべき日数で除

した額とする。この場合において、算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

４ 第12条の規定により児童クラブを休会する児童の休会中の利用料金は、徴収しないも

のとする。ただし、月の途中で休会した児童の利用料金の算定方法については、前項の

規定を適用する。 

５ 保護者は、各月の利用料金を当該月の末日までに納入しなければならない。 

６ 事業受託者が事業を実施するときは、利用料金を当該事業受託者の収入として収受す
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ることができる。 

(利用料金の免除) 

第15条 町長は、別表第２の規定により利用料を減額又は免除することができる。 

２ 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする保護者は、久米島町児童クラブ利

用料金免除申請書(様式第10号)により、町長に申請しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を審査の上、そ

の可否を決定し、久米島町児童クラブ利用料金免除承認・不承認通知書(様式第11号)に

より保護者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により、事業受託者が収受すべき利用料金の免除が承認された場合は、町

長は、その利用料金の全額を補填するものとする。 

(児童クラブの認定の要件) 

第16条 事業を委託することができる児童クラブは、次に掲げる要件を備えたものとする。 

(1) 児童クラブは、各小学校区を設置の単位とする。ただし、必要に応じて、複数の小

学校区を設置の単位とすることができる。 

(2) 児童クラブの定員は、条例第11条第４項の規定に従い放課後児童を受け入れるもの

であること。 

(3) 児童クラブには、条例第11条第３項の規定に該当する放課後児童支援員(以下「児

童支援員」という。)を同条第２項の規定に従い配置すること。 

(4) 障害児を受け入れる場合にあっては、前号の規定より配置される児童支援員に加え

て専門的知見を有する支援員(以下「障害児加配支援員」という。)を配置すること。 

(5) 児童クラブを実施する場合にあっては、年間250日以上実施しなければならない。 

(6) 事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。 

(7) 事業完了後１月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに、事業実績報告書を

町長に提出しなければならない。 

(8) 児童クラブの適正、かつ、円滑な運営を図るために地域の自治会の代表者、小学校

の代表者、民生児童委員、放課後児童の保護者の代表者等で組織された運営委員会等

を設置していること。 

(9) 児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、年間で児童支援員等の計画的

な研修を実施するとともに、都道府県知事が行う児童支援員等の研修を受講すること。 

(10) 運営に関する重要事項について、会則等の規程を定めていること。 
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(11) 政治的又は宗教上の組織に属するものでないこと。 

(12) 事業を行う場所として使用する施設は、条例第５条第６項及び第10条の要件を満

たした施設又は地域の集会所等の公共的施設等であること。 

(認定の手続等) 

第17条 町長は、認定を受けて事業を実施しようとする児童クラブは、放課後児童健全育

成事業協議書(様式第12号)、放課後児童健全育成事業実施計画書(様式第13号)、放課後

児童名簿(様式第14号)及び放課後児童健全育成事業歳入歳出予算書(様式第15号)を毎年

度町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する協議を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当であると

認めたときは、当該認定をした児童クラブ(以下「認定児童クラブ」という。)と久米島

町放課後児童健全育成事業業務委託契約書(様式第16号)により委託契約を締結するもの

とする。 

(放課後児童支援員及び補助員等の職務) 

第18条 放課後児童支援員及び補助員等は、継続的、かつ、計画的な指導に当たるものと

し、職務内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 指導計画の立案及び実施に関すること。 

(2) 子どもの健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。 

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。 

(4) 子どもが宿題、自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う

こと。 

(5) 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身

につけさせること。 

(6) 活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域で

の遊びの環境づくりへの支援を行うこと。 

(7) 児童虐待など保護を必要とする児童の早期発見に努め、その対応を図ること。 

(8) その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行うこと。 

(関係機関との連携及び協力) 

第19条 事業は、次に掲げる関係機関との連携及び協力を得て行うことができるものとす

る。 

(1) 認定児童クラブについては、地域の児童に関係のある児童福祉施設及び学校等と連
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携を図るとともに児童の遊び等の指導については、ボランティア等の協力を得て行う

ものとする。 

(2) 認定児童クラブだより等を発行し、広報に努めるものとする。 

(3) 民生児童委員、母親クラブ等の児童育成組織等の協力を得て、その活動の推進を図

るものとする。 

(4) 児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、久米島町要保護児

童対策地域協議会を活用しながら、児童相談所、保健所等の関係機関と連携して対応

を図るものとする。 

(安全対策) 

第20条 町長又は事業受託者は、児童の安全の確保に十分留意するとともに、児童の事故

等に起因する損害を補填するための保険に加入しなければならない。 

２ 児童が認定児童クラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合、その治療

に要した費用は保護者の負担とする。 

(委託料) 

第21条 町長は、事業受託者に対し、予算の範囲内でその運営費を支払うものとする。 

２ 町長は、障害児を受け入れるため、障害児加配支援員を配置した事業受託者に対し、

予算の範囲内で当該支援員の配置に要した費用を支払うものとする。 

(事業の変更又は廃止・休止) 

第22条 事業受託者は、変更又は廃止、休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を

町長に届け出て、町長の承認を得なければならない。 

(認定の取消し) 

第23条 町長は、事業受託者の運営がこの規則又は委託契約の内容に違反することその他

事業を委託することが適当でないと認めるときは、認定を取り消し、委託契約を解除す

ることができる。 

(帳簿の整理保存) 

第24条 事業受託者は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、当該各号に定める期間保存しな

ければならない。 

(1) 経理関係帳簿 10年 

(2) 児童名簿、児童支援員名簿等 10年 

(3) 児童出席簿、児童支援員出勤簿、日誌等 ５年 
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(4) 入会及び退会に係る書類 ５年 

(5) 運営委員会等会議録 10年 

(調査等) 

第25条 町長は、必要があると認めるときは、事業受託者に対し、その事業の実施状況等

について調査し、又は報告を求めることができる。 

２ 町長は、事業受託者における事業の適正、かつ、円滑な運営が図られるよう支援に努

めるものとする。 

３ 町長は、放課後児童の事業の利用に関する相談等を行い、事業の利用促進に努めるも

のとする。 

(その他) 

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１(第14条関係) 

名称 金額 

放課後児童クラブ 月額10,000円 

別表第２(第15条関係) 

減免要件 金額 減免額 確認公簿等 備考 

生活保護法によ

る被保護世帯 

10,000円 

クラブの運営経

費として徴収さ

れる費用(飲食

費、行事経費等で

受益者が負担す

べきと解される

費用を除く。) 

月額利用料の全

額免除 

保護台帳 確認公簿等の更

新が行われた場

合は、その更新さ

れた公簿等の確

認を行う。 

児童扶養手当受

給世帯 

月額利用料の半

額又は、4,000円

のどちらか少な

い額を減額 

児童扶養手当受

給者台帳 

就学援助受給世

帯 

就学援助受給者

台帳 
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17/28 
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20/28 
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25/28 
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様式第１号(第９条関係) 

様式第２号(第９条関係) 

様式第３号(第９条関係) 

様式第４号(第10条関係) 

様式第５号(第10条関係) 

様式第６号(第11条関係) 

様式第７号(第11条関係) 

様式第８号(第12条関係) 

様式第９号(第13条関係) 

様式第10号(第15条関係) 

様式第11号(第15条関係) 

様式第12号(第17条関係) 

様式第13号(第17条関係) 

様式第14号(第17条関係) 

様式第15号(第17条関係) 

様式第16号(第17条関係) 

 


